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阿波市                  事業経営戦略 

 

 

団 体 名  ：  阿波市            

 

事 業 名  ：  阿波市水道事業      

 

策 定 月  ：  令和 8（2026）年 3 月    

 

計 画 期 間  ：  令和 8（2026）年度  ～  令和１7（2035）年度    

 

１．事業概要                                                               

（１） 事業の現況                                       

① 給 水                                          

供 用 開 始 年 月 日 平成１７（2005）年４月１日 計 画 給 水 人 口 ４６，６５０人 

法 適 （ 全 部 ・ 財 務 ） 

・ 非 適 の 区 分 
法適（全部） 

現 在 給 水 人 口 ３３，５１４人 

有 収 水 量 密 度 ０．５３６千㎥／ha 

 ・供用開始年月日…旧４町（吉野、土成、市場、阿波）の統合による供給開始日である。 

 ・法適（全部・財務）・非適の区分…法適用（全部）である。 

 ・計画給水人口…令和 6（2024）年度決算時点 

 ・現在給水人口…令和 6（2024）年度決算値 

 ・有収水量密度…令和 6（2024）年度決算値 有収水量 4,458,908 ㎥／年、給水区域面積 8,318ha 

 

②施 設                                            

水 源 □ 表流水、 □ ダム、 ■ 伏流水、 ■ 地下水、 □ 受水 、□ その他    （複数選択可） 

施 設 数 浄水場設置数 ７ 
管 路 延 長 ５００．０１０ｋｍ 

配水池設置数 １６ 

施 設 能 力 ３２，４８９．５  ㎥／日 施 設 利 用 率 ５４．３％ 

・水源   …①柿原水源、②一条水源、③郡水源、④市場第２水源、⑤林水源、⑥林第２水源、⑦王

地水源 の７か所 

・施設数  …浄水場設置数 ７か所、配水池数 １６か所 

・施設能力 …上記水源№を参照（単位 ㎥/日）  

       ①347、②7,353、③7,000、④8,789.5、⑤5,180、⑥3,100、⑦720 

・管路延長  …R6 年度 基幹管路 121.630 ㎞、配水支管 378.380㎞、計 500.010㎞ 

・施設利用率…一日配水能力（施設能力と同じ）32,489.5㎥/日、 

令和 6年度一日平均配水量 17,641 ㎥/日 

水  道 

簡易水道 
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③料 金                                                 

・料金体系の概要・考え方 

料金体系は、用途別に「一般用」と「臨時用」に区分している。 

このうち「一般用」は基本料金に 10㎥/月の基本水量を付しており、超過分の水量に対しては一律の

単価を設定した上で超過料金を徴収している。 

「臨時用」については一時的な給水に対するものであるため、基本料金を設定していないが、従量料

金のみ単一制で徴収している。 

    

料 金 改 定 年 月 日 

（消費税のみの改定は含まない） 

平成１９（2007）年４月１日 

本市の水道料金体系は平成 19（2007）年 5 月より適用している。 

 

＜料金表＞                                               （単位：円） 

 

用途 

基本料金（１箇月につき） 超過料金（１立方メートルに

つき） 水量 料金 

一般用 10 立方メートル 1,000 130 

臨時用 
 

1,000 

1 表において「一般用」とは、生活を営むためにメーター設置し、水道を使用するときに用いる水道をいう。 

2 表において「臨時用」とは、生活を営むために臨時的に水道を使用するときに用いる水道をいう。 

※上表には、消費税及び地方消費税相当額は含まれていない。 

 

  

料率 
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④組 織                                                 

組織体制としては、市役所内に水道部業務課を構えており、業務の内容毎に 4つの担当区分を定め

ている。 

＜図－組織体制図＞ 

 

 

 

 

＜図表－職員数と年齢構成＞ 

６１歳～ １人 

５１～６０歳 ５人 

４１～５０歳 ２人 

３１～４０歳 ０人 

～３０歳 ２人 

合計 １０人 

職種は全員事務職 

令和７年３月３１日時点 
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（２）これまでの主な経営健全化の取組                                   

①民間活用                                               

本市では、平成 26（2014）年１月より、窓口・受付業務をはじめとする、以下の業務について委託

を行い民間活用に取り組んでいるところである。 

 

＜表－業務委託の範囲＞ 

No. 委 託 内 容 備  考 

１ 料金徴収業務  

２ 窓口・受付業務  

３ 水道メーター検針業務 毎月検針 

４ 調定・更正業務  

５ 料金請求  

６ 量水器定期取替業務 量水器の取替え 

７ 給水・配水施設に係る業務 保守、警備等 

８ 水質検査  

 

②施設の統廃合、アセットマネジメント等について                            

  本市では、平成 28（2016）年度に「上水道基本計画（送配水・老朽管更新・耐震化）」を策定し、

今後の水需要減を踏まえながら、配水区域割と水道施設の再編に取り組んでいるところである。 

  アセットマネジメントは、令和元（2019）年度に「阿波市水道事業ビジョン」を策定しており、こ

の中で整理をした。その手法については厚生労働省の「水道事業におけるアセットマネジメント（資

産管理）に関する手引き」における標準型検討手法（タイプ３Ｃ相当※）である。 

 

※．タイプ３Ｃとは、水道施設等の更新需要の算定方法と財政の検討手法を表している。 

「タイプ３」：更新需要の算定方法で、個別の施設・設備の取得年度や取得価額（帳簿価額）の

データがあるため、それを資産単位（資産の明細）の基にして更新需要を算定する方法。 

「タイプＣ」：一定の条件設定のもとで、収益的収支、資本的収支、資金収支等の検討が可能で

あるため、更新需要に対して簡易な財政シミュレーションを行って、資金残高や企業債

残高を把握する方法。  
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③広域化の取り組みについて                                       

徳島県では「徳島県水道ビジョン」を平成 30（2018）年度に策定し、県内を圏域ブロックに区分し

てそのブロック単位での広域連携を推進している。これによると阿波市は東部ブロックに位置づけら

れており、徳島市や鳴門市をはじめ 15市町村と同じブロックとなっている。 

令和 5（2023）年 3 月に策定された「徳島県水道広域化推進プラン」においても、水道ビジョンと

同様の東部ブロックに位置づけられており、今後も当該区分を中心として広域連携を検討していく。 

   

 

（３）経営比較分析表を活用した現状分析                                  

令和 6（2024）年度の「経営比較分析表」を、後段に添付する。以下にその概要について整理する。 

「１．経営の健全性・効率性」に関する各指標は、「①経常収支比率」を除き、全国平均に比して概

ね同等である。「①経常収支比率（％）」に関しては、令和 6年度に類似団体平均を下回ったものの、

100%以上であることから、現状大きな問題はないと考えられる。但し、「①経常収支比率（％）」や

「④企業債残高対給水収益比率（％）」は近年悪化の傾向にあることから、今後の動向に注視する必

要がある。また、「⑤料金回収率（％）」が水道料金減免の影響はあるものの 100%を下回っているこ

とから、料金収入が適正な水準か判断し、必要に応じて料金改定を検討する必要がある。 

「２．老朽化の状況」に関しては、「①有形固定資産減価償却率（％）」が類似団体平均に比して

概ね同等である。但し、「②管路経年化率（％）」は類似団体平均を上回る傾向にあり、「④管路更

新率（％）」は類似団体平均を下回る傾向にあることから、管路の更新が今後の課題となる。 

 持続可能な経営体制を確立するためには、重要度の高い施設・管路の更新を行い、更新の進捗度と

料金収入等の両立が今後の課題となる。 
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経営比較分析表（令和6年度決算）
徳島県　阿波市

業務名 業種名 事業名 類似団体区分 管理者の情報 人口（人） 面積(km 2) 人口密度(人/km 2) グラフ凡例

法適用 水道事業 末端給水事業 A5 非設置 34,188 191.11 178.89 ■ 当該団体値（当該値）

資金不足比率(％) 自己資本構成比率(％) 普及率(％) 1か月20ｍ
3
当たり家庭料金(円) 現在給水人口(人) 給水区域面積(km 2) 給水人口密度(人/km 2) － 類似団体平均値（平均値）

　現時点では概ね健全な経営がなされているが、管
路の更新など施設の老朽化対策の推進に係る財源確
保や有収率の向上が課題となっている。
　今後においても、上水道基本計画、水道事業ビ
ジョンに基づく事業を順次進め、安定した供給体制
の維持と、令和7年度に改定する水道事業経営戦略
により、持続可能な経営体制の確立を目指す。

402.91 【】 令和6年度全国平均

分析欄

1. 経営の健全性・効率性 1. 経営の健全性・効率性について

- 69.00 98.84 2,530 33,514

全体総括

83.18

【健全性】
①経常収支比率は、動力費等において価格高騰の影
響を受けており、維持管理費全般において縮減を図
ることで100%以上を維持しているが、平均値を下
回った。
②累積欠損金は発生しておらず、③流動比率は平均
値を上回っており、当該年度においては経営の健全
性が確保されていると考えられる。
④企業債残高対給水収益比率は増加傾向で、平均値
を上回っている。
⑤料金回収率は平均値をやや下回っているが、物価
高騰対応・水道料金支援事業による料金減額の実施
に伴うものと考えられる。
　
【効率性】
⑥給水原価は平均値より低く抑えられ、経営の効率
性に寄与している。
⑦施設利用率、⑧有収率は平均値より低い水準で推
移している。
　
　今後においても、上水道基本計画、水道事業ビ
ジョンに基づき、送配水施設の統合・再整備などに
よる給水区域の最適化を進めるとともに、経営の健
全性・効率性の維持・向上に努めていく。

2. 老朽化の状況について

①有形固定資産減価償却率、②管路経年化率ともに
平均値より高い水準で推移しているが、③管路更新
率は平均値を下回った。
　管路など施設の老朽化が、有収率が伸び悩んでい
る要因の一つと考えられ、今後においても、老朽管
布設替の計画的な施工など、施設の耐震化等とあわ
せて老朽化対策を進めていく。

2. 老朽化の状況
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①有形固定資産減価償却率(％) ②管路経年化率(％) ③管路更新率(％)

【107.26】 【1.61】 【239.69】 【264.86】
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２．将来の事業環境                                                             

（１）給水人口の予測                                           

給水人口の予測値は、行政区域内人口の推計を行って、これに給水区域内人口の割合とともに給水普

及率の目標値を定めることで算定した。 

 行政区域内人口の推計手法としては、時系列傾向分析（トレンド５式による手法）を行い、国立社会

保障・人口問題研究所が公表している推計データ（コーホート要因法）と、市の上位計画である阿波市

人口ビジョン（令和 7（2025）年 3 月）と比較を行って定めた。 

 比較の結果、「コーホート要因法＞時系列傾向分析」となっている。また、市の上位計画である阿波市

人口ビジョン（令和 7（2025）年 3 月）では各種の人口減抑制施策を講じることにより、令和 42（2060）

年度の目標人口を 18,694 人と設定している。 

 人口ビジョンの推計値は、各種施策の効果を見込んだ目標人口として整理されており、本戦略で必要

とする需要見通しの前提条件とは異なる。またコーホート要因法についても直近の減少傾向が反映され

ていないことから、将来 10か年において、前回の経営戦略にて採用した「時系列傾向分析」による結果

が最も妥当であると考え、これを本計画値として採用する。 

 

＜グラフ－行政区域内人口の実績と推計値＞ 
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 給水人口の行政区域内人口に対する割合の実績値は、令和 6（2024）年度末時点で 98.8%となっている。

今後の給水人口については、行政区域内人口の増減に沿って推移すると見込まれるため、行政区域内人

口の 98.8%を給水人口と設定し推計を行った。 

 以上より給水人口を次のグラフに示すとおり推計した。 

 

＜グラフ－給水人口の実績と推計値＞ 
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（２）水需要の予測                                             

 水需要の予測は、有収水量を用途別に区分をして推計し、有収率・有効率の目標値とともに、事業の

特性値である負荷率を定めることで、一日平均給水量と一日最大給水量を求めた。 

①用途別有収水量の推計                                          

ａ．生活用水量の推計 

生活用水量は、生活用原単位（生活用一人一日使用水量）を推計し、これに先に求めた給水人口推計

値を乗じることで定めた。過去の実績では増加傾向であるものの、全国的には減少傾向であり、今後も

同様に増加していく可能性が低いことから、直近年の実績値を採用した。 

＜グラフ－生活用一人一日使用水量の実績及び推計値＞ 

 

 

以上より、生活用水量の実績と推計値をまとめると、次のグラフに示すとおりとなる。 

＜グラフ－生活用水量の実績及び推計＞ 
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ｂ．業務営業用水量、工場用水量、官公署・学校用水量、その他用水量の推計 

業務営業用水量、工場用水量、官公署・学校用水量、及びその他用水量の推計は、各年度別実績を

もとに時系列傾向分析を行った。 

 これらのうち、実績に一定の増減傾向が見られるものについては、時系列傾向分析の推計結果から

採用値を選定した。 

 その一方で、実績値が増減を繰り返しているなど、時系列傾向分析では良好な推計値を得られなか

ったものは、実績値の平均など妥当と考えられる値を設定した。以下にその概要を示す。 

 

＜表－各水量の推計結果の概要（旧上水道）＞ 

区分 実績の傾向 推計採用（設定）値 

業務営業用水量 概ね漸減している。 時系列傾向分析「べき曲線式」を採

用した。 

工場用水量 直近 5 ヵ年では増加傾向であり、

それ以前の年度では減少傾向であ

った。 

過去 10 年増減を繰り返していることよ

り、実績の平均値を今後の推計値とし

て設定した。 

官公署・学校用水量 近年増加傾向にある。 直近年度の実績値を今後の推計値と

して設定した。 

その他用水量 概ね漸減している。 時系列傾向分析「年平均増減率」を採

用した。 

 

＜グラフ－業務営業用水量の実績と推計値＞ 
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＜グラフ－工場用水量の実績と推計値＞ 

 

 

＜グラフ－官公署・学校用水量の実績と推計値＞ 
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＜その他用水量の実績と推計値＞ 

 

 

ｃ．有収水量の合計値 

 以上の推計により算出される有収水量の合計値を、グラフにまとめて示す。 

＜グラフ－有収水量の推計結果＞ 
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②有収率・有効率の設定                                          

  有収率・有効率の設定の実績は、以下の表に示すとおりである。 

＜表－有収率・有効率の設定の実績＞ 

 

 有効率の目標値を厚生労働省が掲げる 95％とした場合、現況から 25％程度の上昇が必要であり、現実的に

困難であることから、40 年後の目標を 85％と設定し漸増させる。また、有収率は実績値から考えて有効率から

-0.1％と設定する。 

 

③負荷率                                                 

負荷率の実績は、以下の表に示すとおりである。 

＜表－負荷率の実績＞ 

 

 負荷率は、水道の安定した供給を確保するため、実績最低値 77.5％と設定する。 

  

＜表－有収率・有効率の実績＞ （単位：％）

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

(H27) (H28) (H29) (H30) (R1) (R2) (R3) (R4) (R5) (R6)

①有収率 67.8% 70.4% 70.2% 70.5% 69.1% 68.6% 70.5% 71.0% 71.5% 69.2%

②有効率 68.0% 70.5% 70.4% 70.6% 69.2% 68.7% 70.6% 71.1% 71.9% 69.7%

②－① 0.2% 0.1% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.4% 0.5%

年度

＜表－負荷率の実績＞ （単位：％）

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

(H27) (H28) (H29) (H30) (R1) (R2) (R3) (R4) (R5) (R6)

負荷率 86.3% 87.9% 90.9% 83.8% 90.7% 77.5% 88.1% 83.2% 90.6% 90.3%

年度
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④推計の結果                                              

以上により算出される水需要の推計結果を、グラフに示す。 

＜グラフ－水需要の推計結果＞ 

 

（３）料金収入の見通し                                          

料金収入の見通しは、有収水量の見込みに供給単価を乗じる方法で算定した。 

なお、後段の「４.（２）.②収支計画のうち財源についての説明」に示すが、令和 11（2029）年度及

び令和 16（2034）年度に 20％の料金改定を見込んでいる。 

料金収入（千円/年）＝有収水量（千ｍ３/年）×供給単価（円/ｍ３） 

＜図表－料金収入の見通し＞ 
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（４）施設の老朽化の見通し                                        

施設の老朽化の見通しをアセットマネジメントの手法により検討した結果を以下に示す。左図は、今後施

設の更新を実施しなかった場合の老朽化の見通しを示す。これに対し、時間計画保全の考え方で更新基準を

定め、老朽化の見通しを検討したものが右図である。更新基準で更新した場合、一時的に経年化資産の割合

が増加していくものの、老朽化資産はほとんど発生しないと見込まれる。 

ここで、各施設の老朽化の度合いを示す指標は、以下のとおり設定した。 

・健全資産 （青）：法定耐用年数を経過していない資産 

・経年化資産（黄）：法定耐用年数を経過しているがその 1.5 倍の年数以内を経過している資産 

・老朽化資産（赤）：法定耐用年数の 1.5倍超を経過している資産 

 

＜図－施設の老朽化の見通し＞ 

（更新を実施しなかった場合） 

 

（更新基準により更新した場合） 

 

 

＜参考表－更新基準の設定値＞ 

 

 

（５）組織の見通し                                            

本市の水道事業の組織は、現況において 10 名で構成されており、その職種は全員が事務職となっている。 

既に窓口・受付業務をはじめとする業務委託を実施し、経営の合理化に取り組んでいるところであり、こ

れ以上の人員削減はできない状況にある。本計画期間は、施設更新などの他の課題解消を優先して組織体制

は、現状を維持する。 

 

NO 区分 法定耐用年数 更新基準年数 備　考
1 土木 60 73 ※１
2 建築 50 70 ※１
3 機械電気 15 25 ※１
4 管路 40 60 ※１　例では59.3年≒60年とした
5 その他 40 60 ※２ 
6 量水器 8 8 ※３
7 工具備品等 － －
8 不明 40 60 ※２
9 対象外 － －

※１．厚生労働省設定例　「実使用年数に基づく更新基準の設定例」より
※２．厚生労働省設定例における管路と同等に設定した。
※３．地方公営企業法施行規則より定めた。また更新基準は計量法に従って、法定耐用年数と
　　　同様とした。
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３．経営の基本方針                                                             

令和元（2019）年度に策定した、「阿波市水道事業ビジョン」では、本市の水道の基本理念を以下の

ように定めている。本計画としてもこの基本理念を経営の基本方針として踏襲する。 

 

＜図－本市の水道経営の基本方針＞ 

 

 

４．投資・財政計画（収支計画）                                                     

（１）投資財政計画（収支計画）                                    

別紙に示すとおり。 

 

（２）投資財政計画（収支計画）の策定にあたっての説明                         

①収支計画のうち投資についての説明                                 

ａ．目標の設定 

投資に関する目標と重点的な施策は、次のとおり。 

目 標 

強靭な水道の構築と、今後の水需要の減少を踏まえて４町合併前の水道施設の再

編に取組む。あわせて重要給水拠点（災害時避難所等）に対しての配水を担う管

路を、耐震化対象管路として位置付け、優先して更新等を行う。 
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ｂ．投資の概略規模設定について 

投資概略規模の設定は、アセットマネジメントによる更新需要を参考に設定した。更新基準に従った場合

の更新需要は、以下の図に示すとおりとなっており、その場合の投資の概略規模は、年間約 3.30 億円とな

っている。 

＜図－更新基準に従った場合の更新需要＞ 

 

 

ｃ．施設整備計画について 

本市では、平成 28(2016)年度に「阿波市上水道基本計画」、令和元(2019)年度に「阿波市水道事業ビジョ

ン」を策定している。現在は、これらの計画策定以降の状況を踏まえ、施設整備計画を整理し、事業を推進し

ているところである。 

施設整備計画では、平成 17(2005)年度に吉野町、土成町、市場町、阿波町の 4町が合併して以来、旧町

域を境として運用されてきた水道施設系統について、再編を進めることとしている。この再編は、施設系統間

を結ぶ送水管を整備することにより実現する計画であり、これにより、旧系統の水道施設(配水池等)の統廃合

を図る。 

この取組の一環として、小倉高区配水池築造工事及び小倉高区配水池中継ポンプ施設築造工事が竣工

した。今後は、配水管工事を施工し、まずは両施設の整備に伴い統廃合の対象となるポンプ場等から段階

的に進めていく。 

また、市内の重要給水拠点(災害時避難所等)への配水を担う管路を耐震化対象管路として位置付け、優

先的に更新等を行う計画としている。 
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＜図－水道施設系統の再編＞ 

 

 

ｄ．年間投資額について 

施設整備計画に基づいて更新を行っているものの、通信システムの規格変更等の計画外支出もあ

り、当初計画に沿った更新は難しい状況にある。また、後述の料金改定を考慮しても財政的な問題が

発生することから、年間投資額を年間約 2.14 億円と設定した。設定金額については更新基準による投資

概算規模より低い金額であるため、最重要箇所からの更新や長寿命化等の取り組みにより投資額の低減を

図る。 
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②収支計画のうち財源についての説明                             

ａ．目標の設定 

財源に関する目標は、次のとおり。 

目 標 

料金回収率 100%以上を目標とする。 

投資に対して必要となる料金の改定率は、可能な限り低く抑えつつ、純利益の確

保を目指す。また、現金預金残高として、8 億円以上の保有を継続する。 

 

ｂ．企業債について 

企業債は、別紙に示す「投資財政計画（収支計画）」を策定する段階で試算を行いつつ、将来世代との公

平性に配慮して、現状の起債残高が大きく増えないように設定した。 

その結果、原則として建設改良費の 15％を借入額と設定した。 

・企業債額＝建設改良費 × 15％ 

なお、財政収支のシミュレーションにおける企業債の利率等は、令和 6（2024）年度の企業債借入実績を

参考に、以下のとおり設定した。 

・固定金利、元金均等償還方式 

・据置期間５年間 

・償還期間３０年間 

・利率 2.1％（令和 6 年度企業債借入実績より） 

 

 

ｃ．交付金や国庫補助金の活用について 

現状は活用の予定はない。但し、本計画以降の制度の動向を注視し、交付金や補助金としての事業採択

の可能性がないか、確認を行っていく。 

 

ｄ．水道料金について 

投資計画による費用と、上記の財源計画と連携しつつ、「投資財政計画（収支計画）」を策定する段階で

試算を行い、本計画段階としては、令和 11（2029）年度及び令和 16(2034)年度に 20％の料金改定を見込む

こととした。但し今後も、後段の「（３）-②財政についての検討状況等」に示すとおり、検討を継続することとす

る。 

  



 

20 

 

③収支計画のうち投資以外の経費についての説明                         

ａ．経費全般に関する事項 

  近年における日本経済の動向としては、物価上昇がトレンドとなっている。経費については今後も一定の

上昇が予想される状況にあり、「経営戦略の策定に関する Q&A」においても経費等の上昇傾向の的確な反

映が要請されていることから、過去の消費者物価指数を参考に年 0.6％※の上昇を設定している。 

 

※ 統計局「2020年基準消費者物価指数(2024 年調査)」の過去 20年度分を参考に設定 

 

ｂ．委託料に関する事項 

本市の現状における主要な委託としては、「１-（２）-①民間活用」に示した、窓口・受付業務をはじめとす

るものがある。本計画の期間内においては、物価上昇による影響を除き、現状を維持することとする。 

 

ｃ．動力費に関する事項 

水需要の減少に伴い、動力費は減少していくことが見込まれる。本計画では近年の動力費上昇も勘案し、

過去 3 か年実績より有収水量あたりの動力費単価を定め、計画期間の有収水量推計値に乗じることで見通

しを算定した。その算式は以下のとおり。 

・動力費（千円/年）＝有収水量推計値（千ｍ３/年） × 25.66（円/ｍ３）※ 
 

                     R4   R5   R6 

※．過去 3か年実績の平均値＝（24.28＋24.19+28.50）／3＝25.66（円/ｍ３） 

 

ｄ．職員給与費に関する事項 

「２-（５）組織の見通し」に示したとおり、本計画では当面組織の再編等を予定していないため、職員給与

費は上昇傾向分を除き現状を維持するものとして計画した。 
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（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要            

①投資についての検討状況等                                  

民間の資金・ﾉｳﾊｳ等の活

用（PFI・DBOの導入等） 

民間との連携（ＰＰＰ）により費用削減の可能性を検討していくことは、今後の

課題である。 

施設・設備の廃止・統合 

（ダウンサイジング） 

「４-（２）-①-c．施設整備計画について」に示した、水道施設系統の再編に

より、旧系統の水道施設（配水池等）を廃止することが可能となる。今後は、

この水道施設の再編に向けて、設計や工事を進めていくことが課題となる。 

施設・設備の合理化 

（スペックダウン） 

現状のところ、具体的に計画しているスペックダウンはないが、今後特に機

械電気設備等を更新していくにあたっては、水需要減に伴うダウンサイジン

グと同時にスペックダウンによるコスト縮減の可能性を検討していくことが課

題である。 

施設・設備の長寿命化等の 

投資の平準化 

本市の施設整備計画は、投資内容の多くが管路を対象とするものである。管

路は、工事対象延長の調整により投資額の調整がしやすく、本計画におい

ては、この管路への投資額を調整項目として、投資額の平準化を図っていく

予定である。 

広域化 

徳島県は、「徳島県水道広域化プラン」を令和 4 年（2023）年度に策定し、ソ

フト・ハード面の広域化を推進している。今後は、県下の他の事業体ととも

に、維持管理業務やシステム等のソフト面を中心に共同化について検討し

ていくことが課題である。 

その他の取組 特にない。 
 

②財源について検討状況等                                   

料金 

本計画では、令和 11（2029）年度及び令和 16(2034)年度に 20％の料金改

定を設定し、財政収支をシミュレーションした。但し、改定率の低減のため、

さらなる水道施設のダウンサイジングによる投資額の低減や、他の財源（交

付金や補助金等）確保の可能性がないか、模索を続けていくこと等が課題と

なる。また、実際に料金を改定するにあたっては、学識経験者や一般市民を

交えた審議会を開催し、慎重に検討を重ねていく予定である。 

企業債 

近年では、企業債利率が上昇傾向にあるため、今後の利率動向に注視し、

借入額及び借入方法を見直し、利息負担を軽減しつつ現金を確保すること

で、財政運営の安定化を図る。 

繰入金 

現状において、消火栓負担分及び飲料水供給施設分を除き市の一般会計

からの繰入はなく、本計画としても財政収支に計上していない。今後、交付

税事業等の採択が可能となった場合には基準内の繰入はうける場合がある

が、基準外の繰入は予定していない。 

資産の有効活用等による 

収入増加の取組 

収入増加に資するような有効活用をできうる資産はないため、検討する予定

はない。 

その他の取組 特にない。 
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  ③投資以外の経費についての検討状況等                             

委託料 

本市単独で、これ以上委託範囲を拡大していくことは考えにくいが、今後、

広域連携を模索するなかで、近隣事業との委託の共同化等を行うことも検討

課題のひとつとなるものと見込まれる。 

修繕費 
今後の施設更新に向けて、長寿命資材等の新技術の知見を収集し、修繕

費等を軽減することを検討していくことが課題である。 

動力費 

今後の動力機器（ポンプ等）の更新にあたって、水需要減に伴うダウンサイ

ジングとともに、環境性能の高い機器の導入を進め動力費を低減していくこ

と等が課題となる。 

職員給与費 

本市単独で、組織の再編等を進めることはこれ以上考えにくいが、今後、広

域連携を模索するなかで、近隣事業との水道施設の管理の共同化等を行う

ことも、検討課題のひとつとなるものと見込まれる。 

その他の取組 特にない。 

 

5．経営戦略の事後検証、更新等に関する事項                                           

経営戦略の事後検証、更新

等に関する事項 

本計画では、令和 11（2029）年度及び令和 16(2034)年度に料金の改定を設

定しており、料金改定の際には「阿波市水道料金等審議会」にて有識者によ

る審議を行う必要がある。本計画については審議に並行して事後検証を実

施することとし、その時点の実勢と乖離が大きい場合には、計画の見直しを

行う予定とする。 
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